
◎私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律 
（平成一六年六月二三日法律第一三一号）   

一、提案理由（平成一六年五月一二日・衆議院文部科学委員会） 

○河村国務大臣 このたび、政府から提出いたしました私立学校教職員共済法等の一部

を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 私立学校教職員の共済制度については、制度創設以来、国家公務員共済制度等との均

衡を保つことを本旨とし、逐次必要な見直しを行い、現在に至っております。 

 今回は、少子高齢化の一層の進展等、社会経済情勢の変化に対応した持続可能な制度

を構築し、年金制度に対する信頼を確保するとともに、多様な生き方及び働き方に対応

した年金制度とすることを目的とする厚生年金保険制度及び国家公務員共済年金制度の

改正の内容を踏まえ、これらに準じた改正を行うため、この法律案を提出することとし

たものであります。 

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 

 第一に、基礎年金拠出金に対する国庫補助率については、現在、三分の一とされてお

りますが、平成十六年度においては三分の一の補助に加え、一定の額を追加することと

し、平成十七年度以降においては補助率の引き上げを図り、平成二十一年度までに二分

の一とするものであります。 

 第二に、育児休業中の掛金の免除期間については、現在、加入者の養育する子が一歳

に達するまでの期間とされておりますが、これを子が三歳に達するまでの期間まで延長

するなど育児休業者等への配慮措置を拡充するものであります。 

 第三に、七十歳以上の教職員については、現在、七十歳に達した日の前日に退職した

ものとみなして満額の共済年金を支給しておりますが、この仕組みを見直し、六十歳代

後半の教職員と同様に、当該教職員の給与等の月額に応じた共済年金の支給調整措置を

講ずるものであります。 

 また、私立学校教職員共済法は、給付関係規定について国家公務員共済組合法を準用

しているところであります。このため、別途今国会に提出されております国家公務員共

済組合法等の一部を改正する法律案における共済年金に係る給付水準の調整措置、離婚

等をした場合の当事者の合意等に基づく年金分割制度の導入その他の給付に関する改正

事項については、私立学校教職員共済制度においても同様の措置が講じられるよう必要

な規定整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いを申し上げます。 

……………（略）…………… 

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようにお願い申し上げます。 

二、衆議院文部科学委員長報告（平成一六年五月一八日） 

○池坊保子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会におけ



る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、厚生年金保険制度及び国家公務員共済制度の改正内容を踏まえ、これらに準

じた改正を行おうとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。 

 第一に、基礎年金拠出金に対する国庫補助率について、平成十六年度においては三分

の一の補助に加え、一定の額を追加することとし、平成十七年度以降においては補助率

の引き上げを図り、平成二十一年度までに二分の一とすること、 

 第二に、育児休業期間における掛金の免除措置を、加入者の養育する子が三歳に達す

るまでに延長するなど、育児休業者等への配慮措置を拡充すること、 

 第三に、七十歳以上の教職員について、当該教職員の給与等の月額に応じた退職共済

年金の支給調整措置を講ずること 

などであります。 

 本案は、去る四月一日本委員会に付託され、五月十二日河村文部科学大臣から提案理

由の説明を聴取し、十四日質疑を行い、同日質疑を終局しました。次いで、討論の後、

採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院文教科学委員長報告（平成一六年六月一四日） 

○北岡秀二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、少子高齢化の一層の進展等に対応し、私立学校教職員共済年金制度の長

期的安定を図る等のため、基礎年金拠出金に対する国庫補助率の引上げ、七十歳以上の

教職員等に対する退職共済年金等の支給調整措置の導入等の措置を講ずるとともに、育

児をする加入者に対する掛金免除措置を拡充するほか、国家公務員共済年金制度の改正

に準じて退職共済年金等の給付水準の調整、配偶者間の共済年金の分割制度の導入等の

措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、私学共済の財政見通し、教育費の負担軽減など少子化対策の

充実、公的年金制度の一元化の検討状況等について質疑が行われましたが、その詳細は

会議録によって御承知願いたいと存じます。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して畑野委員より反対の

意見が述べられました。 

 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


